「入間市長になったら何する？～キミの夢から始まるチャレンジ～」
募集要領

１　事業の目的
入間市では、丸大観光株式会社からの寄附金（100万円）を活用し、こどもたちの自由な発想から生まれるアイデアを地域づくりに活かす「入間市長になったら何する？～キミの夢から始まるチャレンジ～」を実施する。 本事業は、こどもたちの自由な発想を起点として地域課題の解決につながる取組を創出するとともに、こどもたちが地域づくりに主体的に関わる機会を創出することを目的とする。

２　事業概要 
本事業は、企業からの寄附金を活用し、こどもたちが考えた「地域をより良くする夢やアイデア」を募集し、審査により選定された提案を実現するものである。
また、実現の有無にかかわらず、発想の面白さや独創性が特に優れた提案については、「ユニークな夢」として選定する場合がある。
なお、応募内容については、必要に応じてヒアリング等を通じて内容を具体化したうえで、最終的に「夢発表会」を開催し、選定された提案について提案者による発表の機会を設ける。夢発表会では、実現する夢のほか、発想がユニークな夢についても提案者に発表していただく場合がある。

３　募集内容 
入間市をより良くするための夢やアイデアを募集する。 
例） 
・地域を元気にするイベント 
・自然や環境を守る取組
・地域の人が交流できる仕組み 
・入間市の魅力を発信するアイデア　など
 ※自由な発想による提案を歓迎する。

４　応募対象 
入間市内に在住又は在学する小学生及び中学生を対象とする。なお、単独でもグループでも応募することができる。

５　応募方法
所定の応募用紙に必要事項を記入し、次のいずれかの方法で提出する。
（１）学校を通じて提出 
（２）電子申請 
（３）郵送又は窓口提出（ １３　応募用紙提出窓口参照）
※応募用紙は市公式ホームページからダウンロードしてください。 

６　募集期間 
令和８年６月１日 ～ 令和８年７月７日

７　選考方法
提出された提案の中から、審査により「実現する夢」を選定する。あわせて、実現の有無にかかわらず、発想のユニークさや夢の面白さが特に優れている提案については、「ユニークな夢」として選定する場合がある。審査にあたっては、必要に応じて応募者に対し、夢の内容や実現方法等についてヒアリングを行う場合がある。
なお、ヒアリングを実施した場合であっても、審査の結果により採択に至らない場合がある。

８　審査基準
次の観点に基づき総合的に審査する。
（１）独創性
発想や視点に新しさがあり、こどもらしい自由なアイデアであるか。
（２）夢の魅力
聞いた人がワクワクするような魅力や面白さがあるか。
（３）伝わりやすさ
何をやりたいのかが明確であり、100万円の使い道が具体的に示されているか。
（４）地域への波及効果
地域の人にとって価値があり、地域づくりや地域の活性化につながる可能性があるか。

９　夢発表会 
選定された夢の提案者は、「夢発表会」において自身のアイデアを発表する。 
（1） 開催時期 
令和８年１１月２８日
（2） 場所
児童センタープラネタリウム
（3） 内容 
・表彰
・提案内容の発表 　など

１０　選定件数 
数件程度 
※応募状況等により変更する場合がある。

１１　夢の実現
「実現する夢」に選定された提案については、本事業の寄附金（上限100万円）を活用し、実現する。 なお、提案内容や実施方法については、市と提案者が協議のうえ決定する。 

１２　個人情報の取扱い
　本事業により保有する個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）その他所定の規定に基づき、適切に処理する。

１３　応募用紙提出窓口
〒３５８－８５１１
埼玉県入間市豊岡一丁目１６番１号
企画課未来共創政策推進室

１４　問い合わせ先
企画課未来共創政策推進室
電話番号：０４－２９６４－１１１１　内線３１３０～３１３５、３１４１
メール：ir113013@city.iruma.lg.jp

１５　留意事項 
（１）応募されたアイデアの内容については、市の広報等で紹介することを予定している。 
（２）提案内容については、予算・安全性・法令等の観点から、市が実施内容を調整する
場合がある。
（３）応募に係る費用は応募者の負担とする。

１６　その他
　　　この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
